
延100㎡の工房兼住宅を建築する目的で土

地を購入したが、第２種高度地区及び建ぺい

率の制限により延100㎡の建築が不可能であ

ったことから、買主が仲介業者及び売主に対

して告知義務違反による損害賠償を求めた事

案において、仲介業者に購入目的を具体的に

告げていた事情の下では、仲介業者は買主が

目的とする建物を建築することができないこ

とを説明する義務があり、また、宅建業者で

ある売主も、仲介業者の説明の場に立ち会い

自らも十分な説明をする義務があったとし

て、買主の請求を一部認容した事例（平21年

４月13日判決　ウエストロージャパン）

１　事案の概要

延100㎡の工房兼住宅を建築する目的で土

地を探していた買主Ｘは、本物件（土地33㎡）

において延100㎡の建物が建築可能であるこ

とを、仲介業者Ｙ及びＸ依頼の建築士Ａに確

認した後、平成18年６月に売主Ｚ（宅建業者）

と売買契約を2,830万円で締結し、翌月その

引き渡しを受けた。

本件売買契約に先立ち、ＹはＸに重要事項

説明を行ったが、その際本物件が「建ぺい率

80％、容積率300％、第２種高度地区」の区

域内にあることは説明したものの、制限内容

の具体的な説明及び資料の添付はしなかっ

た。

なおＺは、本件売買契約前において、重要

事項の説明には同席しておらず、また、Ｘが

本物件にて延100㎡程度の建物建築を目的と

していることは知らなかった。

同年12月、ＸはＡの設計をもとに工務店Ｂ

に実施設計を依頼したところ、Ｂより第２種

高度地区の斜線制限により延100㎡（４階建

て）の建物の建築は難しいと連絡を受けた。

Ｘは区役所等への調査の結果、Ｂの指摘が正

しいことを確認した。

Ｘは目的建物の建築ができないことから、

Ｙ及びＺとの話し合いにより紛争の解決を求

めたが、目途が立たなかったため、翌年６月、

本物件を第三者に2,860万円で売却した。

Ｘは、Ｙ及びＺに対し、本物件上にＸの目

的とする建物が建たないことを説明する義務

がありその義務に違反したとして、本件転売

に要した諸費用等307万円余、慰謝料100万円、

弁護士費用50万円の損害賠償を請求した。

（建築士Ａとの間では和解が成立）

２　判決の要旨

裁判所は以下のように判示し、Ｙ及びＺに

対するＸの損害賠償請求を一部認めた。

盧 仲介業者Ｙの説明義務違反について

Ｙは、本件売買契約の媒介において、宅建

業者として媒介契約に基づき本物件に関する

法的規制を説明する義務を負うが、買主より

本物件に延100㎡程度の建物を新築する予定

であると告げられていた具体的事情の下にお

いては、単に存在する法的規制の種類、名称

等を告げるだけでなく、本物件における法的
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規制の具体的内容の説明を通して、Ｘの目的

とする建物が建築できるかどうかについても

説明する義務がある。

ところが、契約に先立った現地案内の際、

ＹはＸに「延100㎡の家は問題なく建つ」旨

の説明をしており、第２種高度地区の規制に

よりＸの目的とする建物が建築できないこと

を説明しなかったと認められる。

従って、Ｙには本件媒介契約に基づく説明

義務に違反した債務不履行がある。

盪 売主Ｚの説明義務違反について

宅建業者が宅地建物売買の売主となる場

合、宅建業者が媒介した場合でも、買主に対

して宅建業法35条１項各号に規定された重要

事項につき説明する義務を負う。

Ｚは、Ｙを通じてＸが建物を新築する予定

であること、Ｙの重要事項説明書には第２種

高度地区と記載されているだけで、添付資料

に同規制の内容について説明する資料が含ま

れていないことを認識しており、そしてＺが

ＹのＸに対する重要事項の説明に立ち会って

いれば、Ｙの不十分な説明についてＺ自らが

補足し、十分な説明とする機会があった。Ｚ

がＹを信頼し、説明の機会を放棄したことを

もって、Ｘに説明義務違反による被害を転嫁

することは相当とはいえない。

従って、Ｚには本件売買契約に付随する説

明義務に違反した債務不履行がある。

また、ＺはＸが建物設計をＡに相談してい

たことをもってＺに責任はないという主張を

するが、Ａが売買契約締結の段階で本物件に

Ｘの目的建物が建築不可能であることを指摘

していれば、同日以降の損害が発生しなかっ

た可能性はあるものの、仮にＡに注意義務違

反があったとしても、ＡがＸの支出した金員

について損害賠償責任を負うことになるだけ

で、同注意義務違反をもってＸに対するＹ及

びＺの義務違反責任が免れるものではない。

蘯　損害賠償額の認定

ＹとＺの債務不履行責任は、買主の目的と

する建物が建てられないことを説明する義務

に違反したことによるものであるから、Ｘの

本件転売に要した諸費用等307万円余を賠償

すべき損害額と認める。（慰謝料、弁護士費

用は認めなかった）

そして、ＹとＺとは、それぞれの立場にお

いてＸが被った同一の損害を填補するもので

あるから、不真正連帯債務の関係にある。

３　まとめ

「①買主の購入目的が告げられている場合、

仲介業者は媒介契約に基づき、宅建業者売主

は売買契約における付随義務として、不動産

において買主の目的が達成できるかどうか説

明する義務がある。②宅建業者売主の説明義

務は、仲介業者を介していても免れるもので

はない。③重要事項説明について記載内容の

みならず相手方に十分な理解をさせたかにつ

いて、仲介業者と宅建業者売主は連帯して責

任を負う。④宅建業者が通常負うべき説明義

務は、買主が専門家等に相談していたとして

も免れるものではない。」という宅建業者の

基本的な責任について本判例は示しており、

実務において参考となるものである。

宅建業者の依頼者に対する誤った説明等

は、本件のように依頼者の損害を招く可能性

が非常に高い。宅建業者は、社会一般が宅建

業者に期待する責務として、「①依頼者の依

頼事項に対しては、誠実に調査を行い正確に

回答する。②依頼事項が宅建業者の調査義務

の範囲を超える専門的なものであれば、依頼

者の責任にて当該事項に関する専門家に調査

依頼する等を助言・指導することにより、依

頼者が納得する内容で契約を成立させる。」

ことを常に心がけて業務に当たっていただき

たい。
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